
発行 北広島市 市民環境部 環境課
（〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1）
TEL：011-372-3311 FAX：011-372-6188
E-mail：kankyo@city.kitahiroshima.lg.jp

第87号
令和3年7月1日発行

７月は枝木を無料で回収します！

枝木は通常、有料の普通ごみ用処理券で回収していますが、７月と１０月はせん
定した枝や庭木を無料で回収します。お住まいの地区毎に回収する曜日が決まって
おりますので、以下の内容をご確認いただき、ひもで縛った状態にしてごみステー
ションに出してください。

★枝木の排出方法★

月・木
収集の地区

火・金
収集の地区

水・土
収集の地区

毎週月曜日に回収 毎週火曜日に回収 毎週水曜日に回収

長さ１.５ｍくらい

直径３０ｃｍ以下
太さが概ね１㎝以上のものを１.５ｍく

らいの長さに切って、直径が３０cm以下
になるようにして出してください。
※年輪のない植物（バラ等）、花や野菜
の茎、落ち葉等は回収できません。

⇒これらは普通ごみで出してください

不法投棄は犯罪です！

粗大ごみや廃家電等を道路などに不法に投棄する
ことは、歩行者や車の通行に支障をきたすだけでな
く、地域の景観を損ね、生活環境の悪化にも繋がり、
法律によって禁止されています。
例年、引っ越しに伴うごみや生活ごみと思われる

ものが多く捨てられています。不法投棄をした場合、
５年以下の懲役または、１０００万円以下の罰金が
科せられます。皆様には、適切な分別・排出につい
てご協力をよろしくお願いします



生ごみ分別できていますか？

○野菜や果物の皮・芯・種
○魚の骨や内臓
○肉類の骨
○粉末類（小麦粉や片栗粉など）
○カニやエビの殻
○ペットフード
○固めた油
○コーヒーかすやお茶がら

生ごみとして出せる例

○卵の殻
○貝殻
○タケノコの皮
○トウモロコシの皮

普通ごみ袋へ！

生ごみとして出せないもの

○バラン（弁当に入っている仕切り）
○ティーバッグ
○ペットのふん
○タバコの吸殻
○コーヒーフィルター
○草・花・葉・枝木
○調味料入れ小袋

間違えやすい例

黄色の指定ごみ袋で出す生ごみについて、普通ごみに混入しているケースや、
生ごみに入れてはいけないものが入っているケースが見受けられます。生ごみを
分別すると、バイオガス燃料や乾燥おでい肥料として活用されることや、最終処
分場に埋め立てるごみの量が減り、地球温暖化の原因となるメタンガスの発生を
減らすことができますので、適正な分別のご協力をよろしくお願いします。

使用済み食用油の回収について

使い終わってごみとして出す食用油の回収を無料で行っています。回収したも
のはボイラー燃料などに再利用されますので、是非ご活用ください。

○回収できるもの
植物性の食用油のみ
※ラード等の動物性の油、事業活動からでる油、灯

油、エンジンオイル等の鉱物性油は回収できません。
ご注意ください。

○回収方法
２リットル以下のペットボトルまたは食用油購入時

の容器にいれてください。
※マックスバリュ北広島店は５００ml入りのペッ

トボトルに入れてください。

○回収場所
マックスバリュ北広島店
西の里出張所
西部出張所
大曲出張所
中央公民館
環境開発工業株式会社
ジョイフルエーケー大曲店

普通ごみ袋へ！


